
令和６年度 第１回 印西市自立支援協議会議事録 

 

１ 開催日時 令和６年５月３１日（金） 午後２時～午後 3時３０分 

 

２ 開催場所 印西市役所 農業委員会会議室 

 

３ 出席者 岡本会長、塚田副会長、堀江委員、山﨑委員、橋本委員、佐野委員 

萱場委員、松島委員、近藤委員、久本委員、畑中委員、浅井委員 

佐藤委員、倉持委員、市川委員 

 

４ 欠席者 なし 

 

５ 事務局 障がい福祉課長 田中 

      障がい福祉課 唐澤、常川、村田、野口、福澤 

      補佐 いんば障害者相談センター 橋本、密本、高橋 

 

６ 傍聴者 １名 

 

７ 議題 

    （１）令和６年度印西市自立支援協議会事業計画について 資料１・資料２ 

    （２）障害者基本計画進捗状況について 資料３ 

    （３）障害福祉計画進捗状況報告 資料４ 

   

    （４）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議事 

（事務局） 

 印西市自立支援協議会設置要綱第 6条第 1項の規定により、会長が議長となることにな

っております。会長、よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

 それでは、議長を務めさせていただきます。 

 新しい方もいらっしゃるので、印西市地域自立支援協議会について説明をお願いしま

す。 

 

（事務局） 

印西市地域自立支援協議会について説明を行う。 

 

（議長） 

 では、議題（１）「令和 6年度印西市地域自立支援協議会事業計画」について、説明を

頂きます。はじめに、生活・相談支援部会について部会長からご説明をお願いいたしま

す。 

 

（生活・相談支援部会長） 

 説明を行う。 

① 障害者虐待防止についての取り組み 委員３名 

② 障害者差別解消（障害者理解）についての取り組み 委員４名 

③ 障がい児及び保護者等に対する取り組み 委員３名 

④ 指定特定相談支援事業所のネットワーク構築に向けた取り組み 委員２名、基幹相

談支援センター 

⑤ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み 年 1回→年 2

回に変更 

⑥ 医療的ケア児（者）支援に向けた取り組み 行政向けの研修を予定 基幹相談支援

センター医療的ケア児等コーディネーター、委員２名 

⑦ ペアレントトレーニングの実施 子ども発達センターと基幹相談支援センターと連

携をして行っていく予定。子ども発達センターは未就学児の保護者担当、基幹相談

支援センターは就学後低学年の保護者担当 

 

（議長） 

 では、今のご説明からご質問、ご意見等はございますか。 

 



（A委員） 

 毎年同じような内容でやってもらっているが、私以前も言っておりますが、虐待に対

しましては、事業者に対する研修だけではだめだと思っております。虐待を受けている

側のお子さんたちについても、当事者側が虐待を受けていることが分かるようにしてい

く必要があると思います。虐待防止については、県の方に無料で講義をしてもらえま

す。もう一つ、いわゆる「にも包括」につきましては、現在印西市ではわの会がござい

ますので、そこからの参加について、検討をしていただきたいと思います。 

 

（議長） 

ありがとうございます。虐待防止については、虐待を受けている側、当事者に対して

の研修も必要ではないかということでした。精神障がい者の方に「にも包括」につきま

しては、当事者をケアシステムの中にに取り込んでいけるように検討をしてほしいとい

うことでした。 

 

（B委員） 

A委員からの質問に対しての回答です。障害者虐待防止につきまして、今後の研修会

に関しましては、保護者の方、スタッフの方にも是非参加をしてもらいたいと考えてい

ます。 

「にも包括」につきましては、A委員にも参加をしていただき、お力を頂きたいと思

います。 

 

 （議長） 

  他にございますか。 

  ないようですので、次に就労部会の部会長からご説明をお願いいたします。 

 

 （就労部会長） 

  説明を行う。 

 

 （議長） 

  ありがとうございます。今のご説明からご質問、ご意見等はございますか。 

 

 （A委員） 

 福祉就労はお小遣いにもならない工賃であるのが現実です。他の事業所で特徴があるも

のを聞いて、自分のところでもできそうなものがあればそれを取り入れていくことが大切

だと思っています。色々な情報を集めて、連絡を密にしていかれればよいと思っています。  

また、市内に限らず、市外にもネットワークを作っていくのと良いのではと思います。 



（議長） 

 ありがとうございます。 

 では、令和 6年度の事業計画については、計画の通りにやっていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 次に、「障害者基本計画進捗状況」、「障害福祉計画進捗状況」について報告をお願いいた

します。 

 

（事務局） 

 説明を行う。 

 

（議長） 

 ありがとうございます。 

 

（C委員） 

 教育委員会がらみの内容になります。資料３施策１理解を深める取組２福祉教育の推進

①小中学校における特別支援教育の推進のことにつきまして、評価が１で、完了になってい

ます。しかしながら全小中学校で個別支援計画を作成していることについてですが、学校に

確認した時に、個別支援計画を作っていないと言っていました。資料 3 施策１一貫した支

援体制の整備《 障がいのある子ども》取組３②特別支援教育の支援体制づくりの中で、学習

指導員の配置の中で、介助員は 42 名と書かれていました。印西市内の特別支援学級は 75

学級あります。2 学級に 1 名の介助員が行っている計算になります。42 名は多いように思

えますが、複数のクラスを行ったり来たりしている状況です。もう少し介助員を増やしてほ

しいというのが、親御さんの思いです。 

資料４印西市障害福祉計画事業評価の第 4 章ペアレントメンターのことにつきまして、

実績数が0となっております。ペアレントメンターの周知をしていただきたいと思います。 

 

（議長） 

ありがとうございます。この件につきまして、何かございますか。 

 

（事務局） 

教育関係のことに関しましては、教育委員会の方へしっかりと伝えたいと思います。 

 

 



（議長） 

他にご質問等ございますか。 

 

（A委員） 

どの学校区も、とりあえず教師が足りないと聞いています。資格を持っている先生はいる

のですか？ 

 

（C委員） 

印西市は大きな声では言えないが、講師の方や新しく入った先生が、知識のない教師が受

け持っていることはあります。特別支援学級を受け持つ先生向けの研修制度を作るという

のが良いのではと思いました。 

 

（D委員） 

資料４印西市障害福祉計画事業評価第 4 章に書かれています、ピアサポートのことにつ

きまして。2023 年度が２０となっておりまして、ずいぶん多いなと思いました。障がい者

プランの130ページを見て、徐々に増やしていこうということが分かり納得いたしました。

精神障がい者の方のピアサポーターを要請したり、講演会をすることで、障がい者を理解し

てもらうということは重要ですし、経験を話すということでモデルになっていただくこと

は意義があることだと思っております。ただピアサポートは文化ですので、印西でその文化

が育たなければ、なかなかピアサポーターも育たたないと思います。事業所や心のいずみ、

デイケアなどで活用していただければと思っております。 

 

（議長） 

ありがとうございます。建設なご意見を頂きました。 

 

（B委員） 

資料 3 基本目標４ 取り組み１⑧ 重症心身障害児・医療的ケア児への支援で、協議の

場を設置していますという内容がありますが、評価が２、概ね完了となっていました。基幹

相談支援センターに医療的ケア児等コーディネーターは設置していますが、協議の場を設

置できていません。協議の場の設置がなかなか進まないのは、医療、教育等色々なところが

関わるため、どこが主体でやればよいのかがはっきりしていないからです。今後は、障がい

福祉課が核となってやっていく、という理解でよいのでしょうか。 

 

 



（事務局） 

この内容自体は、自立支援協議会の部会の中でやっていただいているのが現状でござい

ます。総体的には 2かどうかというと、３進行中というところかなと思います。引続き取組

んでいく課題であり、生活相談部会で連携していただいているところもありますので、障が

い福祉課でも考えていきたいと思っています。 

 

（B委員） 

福祉計画の中でも協議会の場を設置していきましょうということであれば、それに向け

てきちんと入れて、担当を決め話し合いをしながら決めていければと思います。 

 

（議長） 

自立支援協議会自体が直接何かやっていくというよりは、そこを活用してやっていって

いただいた方が良いと思います。他にございますか。 

 

（E委員） 

資料３取組１③障害者差別解消法・障害者虐待防止法の周知について、合理的配慮につ

いて、4月から義務化ということになりました。私の関わる中でも、義務化になったのだ

からと、当事者の方が必要以上の配慮を求めるということがありました。それにつきまし

ては、合理的配慮とは言いません。事業者の方だけではなく、当事者の方への理解も必要

だと思います。周知活動を行っているが、追いつきません。義務化されたことに伴う、事

業者さんが準備すべきことや、資料ないし予防的なものを用意したりなどの取組が必要だ

と思われます。商工会議所の人たちに対しても取組が必要なのかなと思いました。 

 

（議長） 

合理的配慮の対応という点で、何かございますか。 

 

（F委員） 

その通りだなと感じております。4月 1日から施行になりまして、わざわざ何分後につ

くから車いすを用意してくれ、という電話が入りました。我々スタッフもできる限りのこ

とをやろうとは思ってはいるが、理解していただけるとありがたいと思いました。 

 

（E委員） 

他市ではアンケートをとったり、ホームページに定期的に新しい情報を載せているとこ

ろもありましたが、効果があるかどうかは、私はわかりません。個別に回る活動もしている

のですが、何かアイデアがあれば、話し合えたらと思っています。 



（議長） 

市役所のホームページに掲載するなど、そういうことを検討していただけるとよいと思

います。 

他にご質問はないようですので、これで議事を終了し、議長の職を解かせていただきます。

ご協力ありがとうございました。 

 

（事務局） 

ありがとうございました。 

今後のことについてご連絡させていただきます。今後は各部会で開催をしていただきま

す。地域自立支援協議会本会は、来年 3月ごろを予定しておりますが、日程が決まり次第ご

連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

長時間にわたり、ご審議いただきましてありがとうございました。以上を持ちまして、「令

和 6年度 第 1回 印西市地域自立支援協議会」を終了いたします。 

  

 

 

 


